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千葉市教育委員会 



 

令和４年千葉市教育委員会会議第６回定例会会議録 

 

日時 令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ９ 日 （水） 

    午後１時３０分開会 

    午後１時５５分閉会 

場所 第 一 ・ 第 二 会 議 室 

 

 

出席委員 教 育 長 磯野 和美 

     委 員 小西 朱見 

     委 員 藤川 大祐 

     委 員 竹田 賢 

     委 員 高津 乙郎 

     委 員 大山 尋美 

 

出席職員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書  記  

      

 

 

  

教 育 次 長 宮本 寿正 

教 育 総 務 部 長 香取 徹哉 

学 校 教 育 部 長 鶴岡 克彦 

生 涯 学 習 部 長 佐々木敏春 

学校教育部参事（教育改革推進課長事務取扱） 伊藤  淳 

中央図書館長（管理課長事務取扱） 中島 千恵 

総 務 課 長 山田 利雄 

企 画 課 長 望月 宏次 

教 育 職 員 課 長 吉田 悦子 

教 育 給 与 課 長 松永 信隆 

学 校 施 設 課 長 堀  明徳 

 

 

学 事 課 長 栗和田 耕 

教 育 指 導 課 長 樋口 雅也 

教 育 支 援 課 長 小田 將史 

保 健 体 育 課 長 酒井 隆夫 

教育センター所長 川名 正雄 

養護教育センター所長 久保木 修 

生涯学習振興課長 内海  豊 

文 化 財 課 長 佐久間仁央 

保健体育課学校給食担当課長 渡邊  実 

総 務 課 総 括 主 幹 桑田 秀幸 

総 務 課 課 長 補 佐 志賀 二郎 

総務課総務班主査 猪飼 恭平 

総 務 課 主 任 主 事 三ヶ尻愛子 

総 務 課 主 任 主 事 中台陽一郎 



 

１ 開会 

磯野教育長より開会を宣言 

２ 会議の成立 

全委員の出席により会議成立 

３ 会議録署名委員の指名 

磯野教育長より竹田委員を指名 

４ 会期の決定 

令和４年６月２９日（１日間）とすることで全委員異議なく決定 

５ 会議録の承認 

令和４年第３回定例会会議録を全委員異議なく承認 

６ 議事日程の決定 

議事日程を全委員異議なく決定 

７ 議事の概要 

(1) 報告事項 

報告事項 (1) 令和４年第２回千葉市議会定例会について 

山田総務課長より報告があった。 

報告事項 (2) 令和５年度公立学校教員採用候補者選考の志願状況について 

吉田教育職員課長より報告があった。 

報告事項 (3) 「令和４年５月１日現在の児童生徒数について」の修正について 

栗和田学事課長より報告があった。 

 (2) 議決事項 

議案第２４号 千葉市立高等学校管理規則の一部改正について 

議案第２５号 令和５年度千葉市立高等学校第１学年入学者の募集及び選抜

の基本方針について 

伊藤教育改革推進課長より一括して説明があった後、審議。全委員異議なく、

原案どおり可決した。 

(3) 臨時代理報告 

報告第４号 令和４年度補正予算について（６月補正（追加分）） 

渡邊保健体育課担当課長より報告があった。 

報告第５号 職員の人事について 

吉田教育職員課長より報告があった。 

 (4) 発言の要旨 

報告事項(1) 令和４年第２回千葉市議会定例会について 

磯野教育長 報告事項（１）「令和４年第２回千葉市議会定例会につ



 

いて」、総務課長、説明をお願いします。 

山田総務課長 報告事項（１）「令和４年第２回千葉市議会定例会について」、

報告します。 

       議案書の１ページをお願いします。 

       初めに、「１ 会期」ですが、本定例会は６月９日から２４日

までの会期で、議案質疑、教育未来委員会、一般質問などが行わ

れました。 

       次に、「２ 提出議案の審議状況」です。 

       （１）については、教育未来委員会の審査を経て、６月２４日

の本会議において可決されました。 

       （２）及び（３）については、後ほど臨時代理報告にて所管か

ら改めて内容をご報告させていただきますが、６月２３日に追加

議案として上程され、教育未来委員会の審査を経て、６月２４日

の本会議において可決されました。 

       次に、「３ 議案質疑・一般質問」です。 

       （１）の議案質疑ですが、４人から通告があり、うち２人が教

育委員会に関する質疑を行いました。 

       （２）の一般質問ですが、３０人から通告があり、うち１９人

が教育委員会に関する質問を行いました。 

       質問の主な内容については、１ページから２ページにかけて

記載のとおりです。 

       令和４年第２回千葉市議会定例会に係る報告については、以

上です。よろしくお願いします。 

磯野教育長 審議に移りますが、質問等を含め、何かありますか。 

 

報告事項 (2) 令和５年度公立学校教員採用候補者選考の志願状況について 

磯野教育長 報告事項（２）「令和５年度公立学校教員採用候補者選考の志

願状況について」、教育職員課長、説明をお願いします。 

   吉田教育職員課長 議案書の３ページをご覧ください。 

       「令和５年度公立学校教員採用候補者選考の志願状況につい

て」、ご報告します。 

       まず、「１ 志願状況」の（１）内訳をご覧ください。 

       まず、今年度の志願者数ですが、小学校の志願者数は１，５３

５名で昨年度から４４名減、中学校と中高共通枠の志願者数につ

いては２，８３７名で８１名増という形になっております。全体

としては、志願者数の合計が５，３１４名となり、昨年度より４



 

３名の増となっております。 

       次に、志願者の倍率ですが、小学校志願倍率が２．５倍、中学

校及び中高共通志願倍率は４．１倍、特別支援教育志願者数は３．

１倍となっております。全体の志願倍率が約３．５倍となってお

り、昨年度より０．２ポイント増となっております。 

       続いて、お手元の資料にはありませんが、申請方法と受験区分

における変更点と新たな取組みについてご説明します。 

       まず、申請方法ですが、紙による申請から今年度は電子申請と

なり、志願者の申請に係る手続の手間が省け、時間にとらわれる

ことなく申請できるようになるなど、利便性が向上しております。 

       次に、受験区分ですが、昨年度の選考結果、講師経験により、

第１次選考が免除となる小学校特例を新設するとともに、小学校

以外の受験者で小学校免許を取得または取得見込みの方は、小学

校併願で加点される「小学校併願に加点制度」を導入しました。 

       そのほか、新卒専願枠に数学と理科を追加、他県等現職特例選

考の第１次選考を免除、名古屋臨時会場の受験教科拡大などの変

更をしました。そのほか、小学校、特別支援教育、中高共通保健

体育で実施していた第２次選考における模擬授業２を廃止しま

した。 

       なお、名古屋臨時会場の受験教科の拡大に関しては、（２）会

場別志願状況に記載のとおり今年度２７４名の志願があり、昨年

度より１７７名の増となっております。 

       最後に、「２ 今後の日程」ですが、第１次選考は７月１０日

日曜日、第２次選考は８月下旬に行い、最終合格発表は１０月中

旬を予定しております。 

       以上です。 

   磯野教育長 審議に移りますが、質問等を含め、何かありますか。 

   藤 川 委 員 ご説明ありがとうございます。 

       名古屋会場の志願者が大幅に増えたということに関連してぜ

ひ伺いたいのですが、受験科目を増やしたというのは、具体的に

どういうことなのか。そして、そのことによる運営側の負担の増

加というのはなかったのかということと、盛岡会場は特に変わ

っていませんが、盛岡会場はもう既に受験科目が多いのか、ある

いはまだこれから増やす余地があるのか、これについても教え

てください。 

   吉田教育職員課長 名古屋会場ですが、昨年度は小学校と中学校の技術のみの教



 

科になっておりました。今年度は美術と書道以外全ての学校種、

職種への受験を可能としたところです。 

       負担という面ですが、やはり志願者増を私たちとしては狙っ

ておりますので、運営側としては、負担という形では考えており

ません。また、盛岡会場については、受験科目等には変更はあり

ません。 

   藤 川 委 員 これは全てですか。 

   吉田教育職員課長 はい、そうです。 

   藤 川 委 員 これはもう増やせないということですか。 

   吉田教育職員課長 はい。 

   藤 川 委 員 ありがとうございます。 

 

報告事項 (3) 「令和４年５月１日現在の児童生徒数について」の修正について 

磯野教育長 報告事項（３）「「令和４年５月１日現在の児童生徒数につい

て」の修正について」、学事課長、説明をお願いします。 

   栗和田学事課長 第５回定例会において報告しました「令和４年５月１日現在

の児童生徒数について」、訂正がありますので報告します。 

       議案書の５ページをお願いします。 

       千葉市立小中学校の児童生徒数については、５月１日現在の

児童生徒数は、小学校で男子が１人増となり２万３，３８６人、

女子２万２，２３３人の計４万５，６１９人、中学校の男子は１

万１，５９３人、女子は２人減となり１万１，０４４人の計２万

２，６３７人でした。 

       調査結果については、訂正した結果を市ホームページにて公

表します。 

       以上です。 

   磯野教育長 審議に移りますが、質問等を含め、何かありますか。 

 

議案第２４号 千葉市立高等学校管理規則の一部改正について 

議案第２５号 令和５年度千葉市立高等学校第１学年入学者の募集及び選抜

の基本方針について 

磯野教育長 議案第２４号及び議案第２５号については、関連があるため、

一括して説明を行い、審議の後、個別で議決を行うことにします。 

       議案第２４号「千葉市立高等学校管理規則の一部改正につい

て」、議案第２５号「令和５年度千葉市立高等学校第１学年入学

者の募集及び選抜の基本方針について」、教育改革推進課長、説



 

明をお願いします。 

伊藤教育改革推進課長 議案第２４号「千葉市立高等学校管理規則の一部改正」及び議

案第２５号「令和５年度千葉市立高等学校第１学年入学者の募集

及び選抜の基本方針」について、一括してご説明させていただき

ます。 

       まず、両議案が関連する理由についてご説明します。 

       千葉市立高等学校管理規則に規定する稲毛高等学校の生徒定

員は、本来、千葉市立稲毛国際中等教育学校移行基本計画が令和

３年４月に策定された後、令和４年度千葉市立高等学校第１学

年入学者の募集及び選抜の基本方針を定めた令和３年６月の令

和３年第６回定例会までに改正の手続をしなければならなかっ

たものですが、これを失念しておりました。 

       現在の規則上の普通科の生徒定員は２８０名となっておりま

すが、令和４年４月１日からは選抜の生徒１２０名と附属中学

校からの内進生８０名を合わせた２００名とすべきものである

ため、これに係る規定の改正を行います。 

       その上で、この改正を基に令和５年度千葉市立高等学校第１

学年入学者の募集及び選抜の基本方針において、稲毛高等学校

普通科の募集定員を１２０名と定めることから、両議案は関連

性があります。 

       なお、昨年議決いただいた令和４年度千葉市立高等学校第１

学年入学者の募集及び選抜の基本方針で、普通科の募集定員は

１２０名と周知しておりましたことから、実際の出願手続にお

いて支障はありませんでした。 

       それでは、各議案についてそれぞれご説明をさせていただき

ます。 

       まず、議案第２４号「千葉市立高等学校管理規則の一部改正に

ついて」ですが、議案書の７ページ、参考資料１ページをお開き

願います。 

       ４学級募集の中等教育学校の開校に伴い、千葉市立稲毛高等

学校の生徒定員に係る規定の一部改正を行います。 

       千葉市立稲毛高等学校の生徒定員は、千葉市立稲毛国際中等

教育学校移行基本計画に基づき、令和４年から令和９年度まで

にかけて年次進行で減じていきます。令和４年度の対応として、

千葉市立高等学校管理規則の稲毛高等学校普通科の生徒定員を

令和４年度の第１学年において２学級分８０名を減じ、２００



 

名とする改正を行うものになります。 

       施行日については、公布の日からとし、改正後の規定は令和４

年４月１日から適用することとします。 

       次に、議案第２５号「令和５年度千葉市立高等学校第１学年入

学者の募集及び選抜の基本方針」についてご説明します。 

       当議案は、千葉市教育委員会組織規則第８条第９号の規定に

より、議決を求めるものです。 

       議案書の９ページをお開き願います。 

       公立高等学校入学者選抜は県主導で行われます。令和５年度

は前年度と比較して大きな変更はありません。また、本市独自の

制度の変更もありません。日程を変更し、一部表現を精査してお

ります。「７ その他」にありますように、入学者選抜の実施に

関して必要な事項については、令和５年度千葉市立高等学校入

学者選抜要綱に定めます。 

       議案の説明は以上となりますが、今後は関係規則、要綱等を点

検、精査することで規定の改正に漏れなどが生じることがない

よう、再発防止に努めて参ります。このたびは大変申し訳ござい

ませんでした。 

磯野教育長 審議に移りますが、質問等を含め、何かありますか。 

藤 川 委 員 ご説明ありがとうございます。 

       確認ですが、千葉市立高等学校管理規則は、年次進行に合わせ

て、移行期間については毎年改正を行うという方針と考えてよ

ろしいのでしょうか。 

伊藤教育改革推進課長 今後の改正に関してですが、令和６年度まで改正を行います。

その後、令和９年度が完成年度となっており、法令担当と相談

を進めておりますが、その前年度に千葉市立稲毛高等学校が閉

校ということになりますので、それに関する改正を行う予定で

今検討しているところです。 

藤 川 委 員 そうしますと、令和５年４月１日適用での改正が間もなく必

要になるということだと思いますが、今回の議案第２５号の募

集人員は、厳密に言うと令和５年４月１日現在の生徒数に基づ

いて行うべきものと思います。そうであれば、来年度の改正も審

議をした上で議案第２５号を審議するべきではないかとは思う

のですが、これは間違っていますでしょうか。 

伊藤教育改革推進課長 来年度の改正については、令和５年第３回定例会で改正をす

ることを今検討しているところです。 



 

藤 川 委 員 今回改正が遅れたというご説明があったわけですが、１年前

の令和４年度の入学者選抜の基本方針を審議するのに間に合わ

せるのであれば、１年前のこの時期に本来この議案第２４号に

当たる改正が行われるべきだったと受け止めたのですが、それ

は違いますか。 

伊藤教育改革推進課長 そのとおりです。 

藤 川 委 員 そうすると、１年後にまた定員が変わるわけですよね。１学年

は変わらないとしても２学年は変わるわけですよね。その変わ

る定員に基づいて募集をするという立てつけなのであれば、も

う来年４月に改正することが決まっているのに、その改正を今

行わないまま議案２５号を審議するというのは、前回と同じよ

うに順序が逆転していることになりませんか。 

       皆さんも分かっているので、先に第２５号はもう決めます、で

もよいとは思いますが、前回の反省を生かすのであれば、この

定員が変更することが決まっているのであれば、先にそちらを

決めておいて、その上で入学者選抜の基本方針を審議するとい

うのが筋のように思います。 

       ただ、これはもうここで確認しておいて、来年３月に改めて管

理規則については変更の予定ですが、それも想定した上で、今

日議案第２５号を審議するということで、共通理解があればい

いとは思いますが、本来からすると順序は逆になっているので

はないかという疑念がありますので申し上げました。 

伊藤教育改革推進課長 ありがとうございます。 

磯野教育長 一部は調査事項も含めてありましたので、その点については

検討をお願いします。 

       他にご質問もないようですので、議案第２４号「千葉市立高等

学校管理規則の一部改正について」を原案どおり可決したいと

考えますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

   磯野教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決とします。 

       次に議案第２５号「令和５年度千葉市立高等学校第１学年入

学者の募集及び選抜の基本方針について」を、原案どおり可決

したいと考えますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

磯野教育長 ご異議ないようですので、原案どおり可決とします。 

 



 

報告第４号 令和４年度補正予算について（６月補正（追加分）） 

磯野教育長 次に教育委員会が教育長をして臨時に代理させ、処理した事

項に係る報告をお願いします。 

       報告第４号「令和４年度補正予算について（６月補正（追加

分））」、保健体育課担当課長、説明をお願いします 

渡邊保健体育課担当課長 報告第４号についてご説明します。 

       議案書の１５ページをお願いします。 

       令和４年度補正予算について、千葉市教育委員会組織規則第９

条第１項の規定に基づき、臨時代理により処理をしましたので、

同条第２項の規定に基づき報告するものです。 

       １６ページをご覧ください。 

       令和４年度補正予算について、「１ 報告事項」ですが、コロ

ナ禍における物価高騰が継続する中で、千葉市立学校における

栄養バランスや量を保った学校給食を令和４年度も引き続き安

定的に実施するとともに、保護者にその負担を転嫁させないこ

ととするため、千葉市議会第２回定例会に追加で補正予算案を

提出したものです。 

       「２ 事案の概要」ですが、千葉市立学校における令和４年７

月から令和５年３月までの学校給食提供に係る賄材料費を５．

６％増額します。その財源は、「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金」を活用するものです。 

       なお、この５．６％の考え方ですが、主な給食調達物資である

穀類、魚介類などの７分類を総合した令和４年４月時点におけ

る前年同月比の千葉市の消費者物価指数であり、この指数に基

づき増額することで、今までと同様の栄養バランスや量を保っ

た給食を提供することができるものと考えております。 

       「３ 補正予算額」ですが、学校給食事業特別会計は、賄材料

費の増額として１億６，２００万円、財源は全額一般会計からの

繰入金です。 

       一般会計については、学校給食事業特別会計への繰出金１億

６，２００万円、財源は全額「新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金」です。 

       「４ 参考」ですが、今回の賄材料費の増額による現行の１食

当たり学校給食費の単価の増額分を表にまとめたものです。 

       説明は以上です。 

磯野教育長 審議に移りますが、質問等含め、何かありますか。 



 

 

報告第５号 職員の人事について 

磯野教育長 次に、報告第５号「職員の人事について」、教育職員課長、説

明をお願いします。 

吉田教育職員課長 議案書の１９ページをご覧ください。 

       報告第５号「職員の人事について」、ご説明します。 

       職員の人事については、千葉市教育委員会組織規則第９条第１

項の規定に基づき、教育長をして臨時に代理させ処理を行いまし

たので、ご報告させていただきます。 

       千葉市立さつきが丘西小学校教頭、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、令和４年７月１

日付けで、青少年サポートセンター担当所長補佐、角田淳志を教

頭として発令します。 

       報告は以上です。よろしくお願いします。 

磯野教育長 審議に移りますが、質問等含め、何かありますか。 

 

磯野教育長 以上で、本日の議事日程記載の案件に係る審議は終了しまし

た。ここまででそれぞれ何かご意見、ご質問等ありますか。 

 

８ その他 

 第７回定例会は、７月２０日（水）に開催することと決定した。 

 

９ 閉会 

  磯野教育長より閉会を宣言 

 


